
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
金型の合わせ面に対して垂直な面で構成される平面部を回転中心と外径の間に回転中心を
挟んで両側に備えた回転軸と、
前記回転軸の回転中心から所定の間隔をおいて設けられたバネ掛け部と、
平板状のトビラ部の一端に前記回転軸と前記バネ掛け部とを一体成形した回転トビラと、
前記回転トビラのバネ掛け部に係着され、垂直方向に前記回転トビラを付勢する巻きバネ
と、
前記回転トビラの回転軸と係合するＵ字型軸受け部と前記巻きバネを係着させるバネ掛け
部を有するパネルと、
前記回転トビラの回転軸を前記パネルのＵ字型軸受けとともに狭持するための凸部を有す
る軸押さえ部材から構成されることを特徴とする開閉トビラ装置。
【請求項２】
軸押さえ部材の凸部の先端が半円状であることを特徴とした請求項１記載の開閉トビラ装
置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、オーディオやビデオ、情報機器等の分野でテープやディスク等の記録媒体を挿
入排出する開閉トビラ装置に関する。
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【０００２】
【従来の技術】
図４は従来の開閉トビラ装置の構造を示しており、１１は回転軸、１２はトビラ、１３は
巻きバネ、１４はパネル、１５は軸受け部、１６は軸押さえ部材である。
【０００３】
回転軸１１は、トビラ１２のカール部１２ａ及び巻きバネ１３を貫通し、パネル１４の軸
受け部１５に係合され、軸押さえ部材１６によって、保持される構成になっている。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
この開閉トビラ装置においては、組立性を向上させ、かつ円滑にトビラが開閉動作するこ
とが要求されている。
【０００５】
しかしながら、従来の開閉トビラ装置では、回転軸とトビラが別部材になっていることか
ら組立方法が複雑になり、組立性を悪化させている課題があった。
【０００６】
本発明は、組立を簡単にし、かつ円滑にトビラを開閉動作させることを目的とする。
【０００７】
【課題を解決するための手段】
この課題を解決するために本発明は、回転軸とトビラとバネ掛け部を一体成形する構成に
し、かつパネルのＵ字型軸受け部と軸押さえ部材で回転軸を狭持する構成にしている。
【０００８】
これにより、組立が簡単でかつ円滑にトビラの開閉動作することが可能な開閉トビラ装置
が得られる。
【０００９】
【発明の実施の形態】
本発明の請求項１に記載の発明は、金型の合わせ面に対して垂直な面で構成される平面部
を回転中心と外径の間に回転中心を挟んで両側に備えた回転軸と、前記回転軸の回転中心
から所定の間隔をおいて設けられたバネ掛け部と、平板状のトビラ部の一端に前記回転軸
と前記バネ掛け部とを一体成形した回転トビラと、前記回転トビラのバネ掛け部に係着さ
れ、垂直方向に前記回転トビラを付勢する巻きバネと、前記回転トビラの回転軸と係合す
るＵ字型軸受け部と前記巻きバネを係着させるバネ掛け部を有するパネルと、前記回転ト
ビラの回転軸を前記パネルのＵ字型軸受けとともに狭持するための凸部を有する軸押さえ
部材から構成されることを特徴とする開閉トビラ装置としたものであり、回転軸とトビラ
が一体成形されていることで、組立性が簡単になるという作用を有する。
【００１０】
請求項２に記載の発明は、軸押さえ部材の凸部の先端が半円状であることを特徴とした請
求項１記載の開閉トビラ装置としたものであり、円滑にトビラを開閉動作させるという作
用を有する。
【００１１】
以下、本発明の実施の形態について、図１から図３を用いて説明する。
（実施の形態１）
図１は、本発明の実施の形態における開閉トビラ装置の構成図を示し、図１において１は
トビラ、２は巻きバネ、３はパネル、４は軸受け部、５は軸押さえ部材を示す。
【００１２】
トビラ１は、回転軸１ａ及びバネ掛け部１ｂと一体成形されており、回転軸１ａはパネル
３のＵ字型軸受け部４と軸押さえ部材５によって狭持されている。また巻きバネ２はトビ
ラ１とパネル３に係着され、常にトビラ１を垂直方向に付勢している。カセットやディス
クのカートリッジ（以下カートリッジ）がセットの内部から排出される際、トビラ１はカ
ートリッジに押し上げられ回転軸１ａを中心に回転動作を行う。そしてカートリッジがセ
ットから抜き去られると、トビラ１は巻きバネ２の付勢力により、再び元の位置に戻るこ
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とになる。カートリッジがセットに挿入させる場合も同様の動作を行う。
【００１３】
図２と図３は、本発明の実施の形態における開閉トビラ装置の軸受け部の断面図を示して
おり、図２はトビラ１が回転動作をしていない状態を示し、図３は、トビラ１がカートリ
ッジ６によって押し上げられて回転運動している状態を示している。
【００１４】
回転軸１ａは金型構成上、金型合わせ部すなわち凹型と凸型の合わせ部にズレやバリが発
生するため、一般に金型合わせ面１ｃと垂直方向にＤカットした面（以下Ｄカット面）１
ｄを回転軸の中心点の上下に２箇所設けてある。図３に示すようにトビラ１が回転運動す
ると、Ｄカット面１ｄが軸押さえ部材５の凸部５ａに接するようになるが、この時凸部５
ａの先端形状が平面で構成されているとＤカット面１ｄと凸部５ａが面接触することにな
り、接触部の摩擦抵抗が巻きバネ２の付勢力より大きくなって、トビラ１がカートリッジ
６のない状態になっても元の位置に戻れなくなってしまう可能性がある。そこで図３に示
すように軸押さえ部材５の凸部５ａの先端形状を半円状にすることで、トビラ１がどのよ
うな回転運動中であっても、Ｄカット面１ｄと凸部５ａは点接触するため、接触抵抗を低
減でき、カートリッジ６がない状態になれば常に元の状態に戻すことができる。
【００１５】
なお、以上の説明では、軸押さえ部材の凸部の先端を半円状で構成した例を説明したが、
金型作成をより簡単にするため、この凸部の先端を半円状の断面からなるリブ、あるいは
コーナーＲ処理したリブで構成しても同様に実施可能である。
【００１６】
【発明の効果】
以上のように本発明によれば、組立が簡単でかつ円滑にトビラの開閉動作が得られるとい
う有利な効果が得られる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の一実施の形態による開閉トビラ装置を示す構成図
【図２】本発明の一実施の形態による開閉トビラ装置の軸受け部を示す断面図
【図３】本発明の一実施の形態による開閉トビラ装置の軸受け部を示す断面図
【図４】従来の開閉トビラ装置を示す構成図
【符号の説明】
１　トビラ
１ａ　回転軸
１ｂ　バネ掛け部
１ｃ　金型合わせ面
１ｄ　Ｄカット面
２　巻きバネ
３　パネル
４　軸受け部
５　軸押さえ部材
５ａ　凸部
６　カートリッジ

10

20

30

40

(3) JP 3661455 B2 2005.6.15



【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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